
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 一人ひとりの人権が尊重され、 

誰もが個性と能力を発揮できる富士見市へ ～ 



 

 

はじめに 

 

 本市では、男女共同参画社会の実現に向け、平成 20（2008）年に、富士見市    

男女共同参画推進条例を制定しました。平成 22（2010）年には、条例の基本理念に

基づく施策を総合的かつ計画的に推進するため、「富士見市男女共同参画プラン   

（第 3 次）」を策定しました。また、令和 3 年（2020）年には、「富士見市男女共同    

参画プラン（第 4 次）」を策定し、さまざまな分野で男女共同参画に関する施策を推進

してまいりました。 

 

この「富士見市男女共同参画プラン（第4次）」は、「男女共同参画社会を進める意識

づくり」「男女の人権を尊重したまちづくり」「配偶者・パートナー等からの暴力のない

まちづくり」「あらゆる分野に男女が共同参画できる環境づくり」「地域における男女共

同参画のまちづくり」の 5 つを基本目標として掲げ、それぞれ施策の方向を定め、   

具体的な事業を行っています。 

 

また、本プランは、配偶者・パートナー等からのあらゆる暴力の根絶に向けて、被害

の防止や被害者支援等を積極的に進めるための「富士見市DV防止基本計画」としての

位置づけ、さらに、女性の活躍を推進するため、「富士見市女性活躍推進計画」としての

位置づけをしています。 

 

そして、本年次計画は、富士見市男女共同参画推進条例第 12 条に基づき、本市に  

おける男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにし、市民の皆様に周知  

することを目的に作成しています。 

 

今後も、各施策を男女共同参画の視点で分析し、市民や事業者の皆様と連携を図り 

ながら、富士見市の男女共同参画を着実に推進してまいります。 

 

 

2024年（令和6年）12月 

 

 

 

 

 

富士見市 協働推進部 人権・市民相談課 
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